
令 和 ７年 ６ 月 ６ 日   
 
 

競争入札参加資格停止処分について  
 
 
 標 記 の 件 に つ い て 、下 記 業 者 の 参 加 資 格 を 停 止 処 分 と し ま し た 。 
 
 

記  

 

 １ ． 参 加 資 格 停 止 処 分 決 定 の 理 由 等  

公 正 取 引 員 会 は 、 機 械 式 駐 車 装 置 の 設 置 工 事 に お い て 、 独 占

禁 止 法 違 反 第 ３ 条 （ 不 当 な 取 引 制 限 の 禁 止 ） の 規 定 に 違 反 す る

行 為 を 行 っ た と し て 、 令 和 ７ 年 ３ 月 ２ ４ 日 、 ５ 社 に 排 除 措 置 命

令 、 う ち ４ 社 に 課 徴 金 納 付 命 令 を 行 っ た 。 ま た 同 日 、 公 正 取 引

委 員 会 は 本 件 に 係 る 課 徴 金 減 免 制 度 の 適 用 事 業 者 と し て ４ 社

を 公 表 し た 。  

 

２ ． 入 札 参 加 資 格 停 止 措 置  

資 格 停 止 業 者 ： 新 明 和 工 業 株 式 会 社  

       流 体 事 業 部  営 業 本 部  中 部 支 店  

支 店 長  安 原  巧  

愛 知 県 名 古 屋 市 中 区 大 須 １ － ７ － １ １  

資 格 停 止 期 間 ： 瑞 穂 市 競 争 入 札 参 加 資 格 停 止 措 置 に 関 す る 要

綱 （ 平 成 １ ５ 年 瑞 穂 市 訓 令 第 １ ５ 号 ） 別 表 第

２ 第 ２ 号 及 び 第 ４ 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ き 、

令 和 ７ 年 ６ 月 ６ 日 か ら 令 和 ７ 年 ８ 月 ２ ０ 日 ま

で （ ２ ． ５ 月 ） の 参 加 資 格 停 止 と 決 定 し た 。  
 
  



参 考  
瑞 穂 市競 争 入 札 参 加 資 格停 止 措 置 に 関 す る要 綱  

別 表 第２  

措 置 要件  資 格 停止 期 間  

（ 独 占禁 止 法 違 反 ）  

２  業務 に 関 し 、独 占 禁止 法 第 ３ 条 又 は 第

８ 条 第１ 号 に 違 反 し 、 行政 処 分 を 受 け、

市 発 注工 事 等 の 請 負 契 約の 相 手 方 と し

て 不 適当 で あ る と 認 め られ る と き 。（ 次

号 に 掲げ る 場 合 を 除 く 。）  

 

当 該 認定 を し た 日 か

ら ３ 月以 上 ５ 月 以 内  

 

（ 独 占禁 止 法 違 反 等 の 不正 行 為 に 対 す る 資格 停 止 の 期 間 の 特例 ）  

第 ４ 条  略  

２  市 長 は 、 別 表 第 ２ 第 ２ 号 及 び 第 ３ 号 に 掲 げ る 措 置 要 件 に 該 当 し た

登 録 業 者 が 独 占 禁 止 法 第 ７ 条 の ２ 第 １ ０ 項 か ら 第 １ ２ 項 ま で の 規 定

に よ り同 条 第 １ 項 の 課 徴金 の 減 免 を 受 け、そ の 事 実 が 公 表 され た 場 合

に あ って は 、当 該 登 録 業者 の 資 格 停 止 の 期間 を 、第 ２ 条 、第 ３ 条（ 第

３ 項 を 除 く 。） 及 び 前 項 の 規 定 に よ り 定 め る 資 格 停 止 の 期 間 の ２ 分 の

１ の 期間 に 短 縮 す る も のと す る 。  
 

 


